
総務部 公有財産活用グループ
公共施設マネジメント推進課

令和６年１月25日 部長会議資料

11月30日 政策説明会終了まで

非 公 開

令和６年度に選定する指定管理施設について

（令和７年４月から管理運営を行う指定管理者の選定）



2１ 令和６年度の選定

開催日 令和５年12月20日（水）

制度の更新の適否、公募･非公募の妥当性などについて審議

区 分 内 容

令和６年度選定

（制度適用を継続等の施設）

12施設 ７グループ
【内訳】公募 : ３施設 ２グループ

非公募 : ９施設 ５グループ

選定を行わない施設

（直営へ変更する施設）
34施設

■ 指定管理者選定委員会の開催



≪ 非公募から公募へ変更 ≫
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□ ３施設 ２グループ

≪ 前回と同じ募集条件 ≫

２ 公募とする施設

№ 施 設 名 称 施設数
指定
期間 評価点 現在の指定管理者

１ 信州新町地場産業振興市場 １ ５年 60 株式会社信州新町地場産業開発機構

№ 施 設 名 称 施設数
指定
期間 評価点 現在の指定管理者

２
戸隠そば博物館、
鏡池園地総合案内施設

２ ５年 62 一般社団法人戸隠観光協会

【公募へ変更する理由】

前回も当初は公募としたことから、今回も公募とする。

令和４年度のモニタリング評価結果（標準点：60点）

令和４年度のモニタリング評価結果（標準点：60点）
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※ 公募によらない指定管理者選定に関する指針 第２項（抜粋）

(1) 地域コミュニティの醸成、市民活動の促進や施設の有効活用等を図るために、地域の住民や施設利用者等により
構成される団体が管理運営することが適当であると認められる場合

№ 施 設 名 称 施設数
指定
期間 評価点 非公募で選定する団体

１
川中島町公民館、
分館（川中島、中津、御厨）

４ ５年 66 川中島町住民自治協議会

２ 安茂里公民館 1 ５年 66 安茂里地区住民自治協議会

３ 吉田公民館、吉田老人福祉センター ２ ５年 66 吉田地区住民自治協議会

非公募の
理由

【指針第２項第１号に該当】

公民館及び老人福祉センターの活動は、地域の課題解決に向けて住民自治協議会との共催事業も多く、
地域住民の自発的な参加が欠かせないものとなっている。そのため、地域に密着した運営を行うことが
できる受任者として、住民自治協議会を指定管理の相手方とすることが地域づくり・人づくりにつなが
るため。

３ –１ 非公募とする施設

□ ９施設 ５グループ

令和４年度のモニタリング評価結果（標準点：60点）≪ 前回と同じ募集条件 ≫
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№ 施 設 名 称 施設数
指定
期間 評価点 非公募で選定する団体

４ 豊野老人福祉センター １ ５年 62 豊野地区住民自治協議会

非公募の
理由

【指針第２項第１号に該当】

老人福祉センターの活動は、地域の課題解決に向けて地域住民の自発的な参加が欠かせず、地域に密着
し運営を行うことができる豊野地区住民自治協議会が引き続き受任を希望しているため。

令和４年度のモニタリング評価結果（標準点：60点）

３ –２ 非公募とする施設

≪ 公募から非公募へ変更 ≫

№ 施 設 名 称 施設数
指定
期間 評価点 非公募で選定する団体

５ 地域活動支援センターてづくな １ ５年 62 特定非営利活動法人共同作業所てづくな

非公募の
理由

【指針第２項第２号に該当】

指定管理者の変更により、当該施設利用者が混乱をきたさないよう、またサービス低下とならないよう
に配慮する必要があるため。また、現在の指定管理者は、当該施設の維持管理・運営を担うために地域
住民で構成された鬼無里住民自治協議会の福祉部会が法人格を取得した団体で、地域に密着した運営が
期待でき、市民活動の促進にもつながるため。

※ 公募によらない指定管理者選定に関する指針 第２項（抜粋）

(2) 障害福祉施設等で、現在の施設利用者の意見を聴取する等により状況を把握して考慮した上、現在の団体が
引き続き管理運営することが適当であると認められる場合



【理 由】

市は、「全ての子どもの健やかな成長を支援するための活動の振興に寄与すること」を目的に、長野市

放課後子ども総合プラン事業の受託や子どもの居場所作りや子どもの支援活動などを展開する組織とし

て「一般財団法人ながのこども財団」を設立した。

児童館・児童センターは、これまで施設の維持管理を指定管理者制度で、運営面（長野市放課後子ども

総合プラン事業）を指定管理者への業務委託により行ってきたが、維持管理を業務委託としても、同様の

効果が得られることから、「一般財団法人ながのこども財団」の指定管理者制度に係る事務軽減を図り、

本来業務である「子どもの健やかな成長を支援するための活動」に専念させるため、直営に移行するもの。

6４ 選定を行わない施設

児童館・児童センター 34施設

現指定管理者 施設 備考

社会福祉法人
長野市社会福祉協議会

箱清水児童センターほか32施設 指定期間を今年度末に短縮し
令和６年度に移行

労働者協同組合
ワーカーズコープながの

豊野西部児童センター 指定期間満了後の令和７年度
に移行



12月
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指定管理者の募集（広報・市ホームページなど）

指定管理者候補団体の審査選定［ 指定管理者選定委員会 ］

指定管理者候補団体の決定 ［ 部長会議 ］

７月～９月

１月25日 指定管理施設の選定方針決定 ［ 部長会議 ］

※ １月30日 政策説明会

令和７年度中に管理運営開始

※ 選定結果の公表

令和
５年度

４月～６月

令和
６年度

10月

指定管理者の決定 ［ 12月市議会 ］

５ 今後のスケジュール



8６ その他

指定管理者の選定時期に合わせ検討を進め、判断する。

令和６年度の選定分は、検討の進捗に応じて判断する。

『指定管理者制度適用施設の見直し』の基本的な方向性

選択的

民間参入可能性大

民間参入可能性小

義務的

C

BD

A

原則、制度
適用を継続

経営状況から
制度適用を判断

制度適用除外を
視野に判断



参考 制度適用を充てこむ分野と制度適用施設の分類

選択的

民間参入可能性大

民間参入可能性小

義務的

温泉宿泊施設
（松代荘等）

ホワイトリング
（ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ）

障害児支援施設保育施設

斎場

勤労青少年ﾎｰﾑ・
ｻﾝﾗｲﾌながの・

しなのき(ﾎｰﾙ以外）

AC

BD
ｽｷｰ・ｷｬﾝﾌﾟ場

駐車場

老人憩の家（浴場）

リサイクルプラザ、
イーストプラザ

（貸館）

芸術館・
文化ﾎｰﾙ

老人福祉ｾﾝﾀｰ

ｴﾑｳｪｰﾌﾞ、
ﾋﾞｯｸﾞﾊｯﾄ

長野U
ｽﾀｼﾞｱﾑ

児童館・
児童ｾﾝﾀｰ

総合体育館
（東和田）

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ｽﾀｼﾞｱﾑ

母子生活支援施設

交流ｾﾝﾀｰ

地域情報
通信施設

都市公園

動物園

自然園・
植物園

ふれあい福祉センター、
信州新町福祉センター

（貸館）

地区集会所（貸館）
（水防会館、豊野東部）

テニス
コート

観光関連
施設

社会体育館

屋外運動場

めん羊
繁殖センター

青少年錬成センター寺町商家

陸上競技場
（東和田）

市民プール

道の駅

健康レクリエーショ
ンセンター

牧場

社会教育・生涯
学習・勤労・
文化芸術関係

保健福祉関係 行政施設関係 その他凡 例
※民間等参入施設は色塗
※集会所・ホール機能を有する施設は斜線

市立公民館

高齢者福祉

児童福祉

市民農園、
農産物加工施設

貸館施設

大規模な貸館施設

社会教育施設

観光・産業施設


